
仕 様 書 

 

１ 機種 次の機種又は同等以上（２の必須機能は備えていること。）の性能であるこ

と。 

⑴ 理想科学工業社製 ORPHIS GL9730＋ORスキャナHS7000（専用台付き） １台 

⑵ 理想科学工業社製 ORマルチフィニッシャーＭ １台 

⑶ 理想科学工業社製 マルチフィニッシャー 紙折ユニット １台 

⑷ 理想科学工業社製 マルチフィニッシャー パンチユニット １台 

⑷ 理想科学工業社製 ICカード認証キット １台 

⑸ 理想科学工業社製 デジタル印刷機 SF635Ⅱ ２台＋オプションドラムＡ３ 

１台 

⑹ 理想科学工業社製 ICカード認証キットⅢ ２台 

⑺ デュプロ社製 紙折り機 DF-999 １台 

 

２ 必須機能     

 ⑴ 高速自動カラー印刷機 

  ア ライン型インクジェット方式であること。 

  イ 解像度は300dpi×600dpi以上であること。 

  ウ 出力枚数は、165枚/分（Ａ４横）以上であること。 

 ⑵ ORマルチフィニッシャーＭ 

  ア 100枚までのステープルが可能な事。（Ａ４を超えるサイズの場合65枚） 

  イ 小冊子印刷が可能であること。（中とじ20枚） 

  ウ 二つ折りで束ねて小冊子印刷が可能であること。（二つ折り５枚） 

 ⑶ マルチフィニッシャー 紙折りユニット 

  ア Ｚ折りができること。（Ａ３、Ｂ４サイズ） 

  イ 三つ折りができること。（Ａ４サイズ） 

 ⑷ マルチフィニッシャー パンチユニット  

  ア ２穴／４穴パンチが可能 

⑸ デジタル印刷機  

  ア 画像解像度は、読み込み解像度600dpi×600dpi。書き込み解像度300dpi×

600dpi（マスター穿孔密度600dpi×600dpi）であること。 

  イ 原稿サイズは、Ａ３サイズ：印刷面積はＡ３サイズ相当であること。 

  ウ 印刷速度は、60～150枚/分であること。 

  エ USBメモリに保存したデーター原稿を印刷機から直接製版・印刷することがで

きること。 

  オ 排版容量が約100版であること。 

⑹ 紙折り機 

  ア 用紙サイズがＡ３～Ａ７、Ｂ４～Ｂ７であること。 



  イ 最大処理速度が260枚/分であること。（Ａ４縦二つ折り） 

  ウ ７種類以上の折り形が可能であること。 

  エ 自動で折り位置調整が可能であること。 

 ⑺ 電源 単層100Ｖであること。 

 ⑻ 保守  

  ア 故障した場合は、賃貸者が速やかに技術者を派遣して点検修理を行うこと。 

  イ 故障時の訪問修理作業及び交換部品代金は、賃借料に含むこと。 

 ⑼ 撤去 現在使用機は賃貸者が撤去すること、その費用は賃借料に含むこと。 

 

３ 問合せ先 

  門真市総務部総務課文書法規グループ 担当 六田（ろくだ） 

  TEL  06-6902-1231（代表） 

     06-6902-5684（直通） 

  FAX  06-6905-3264 

E-MAIL soumu@city.kadoma.osaka.jp 

 

 


